
第

二

千

十

五

号

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執
行

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

二
四
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
公
益
認
定
等
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

二
四

○
岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

地
球
環
境
課)

二
四

告

示

○
区
画
漁
業
の
免
許

(

水

産

課)

二
五

○
第
五
種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
の
一
部
変
更

(
同

)

二
五

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(
治

山

課)

二
六

○
恵
那
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可

(

下

水

道

課)

二
七

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

○
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
指
示

(

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会)

二
七

○
第
五
種
共
同
漁
業
権
の
免
許
に
係
る
平
成
二
十
一
年
度
魚
種
別
増
殖

方
法
及
び
指
示
数
量

(

同

)

二
八

公

示

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

(

保
健
医
療
課)

三
一

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

三
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
等
協
議
に
係
る

概
要
等

(

農
地
計
画
課)

三
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

(

同

)

三
三

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

三
四

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課)

三
六
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�
岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日



規

則

岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
号

岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
行
政
委
員
会
等
の
職
員
に
対
す
る
事
務
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
七

年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
教
育
長
の
項
第
八
十
五
号
中｢

公
益
法
人
を
い
う｣

及
び｢

移
行
法
人
を
い
う｣

の
下

に｢

。
以
下
同
じ｣

を
加
え
、
同
表
警
察
本
部
長
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

公
安
委
員
会
の
所
掌
事
務
に
関
連
す
る
事
項
を
事
業
の
目
的
と
す
る
公
益
法
人
、
特
例
民
法
法

人
及
び
移
行
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
公
益
認
定
等
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
号

岐
阜
県
公
益
認
定
等
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
公
益
認
定
等
審
議
会
規
則(

平
成
二
十
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
中｢

及
び
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則｣

を｢

、
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
組

織
規
則｣

に
改
め
、｢

規
定
す
る
課｣

の
下
に｢

並
び
に
岐
阜
県
警
察
組
織
規
則(

昭
和
六
十
三
年
岐

阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号)

第
二
章
第
一
節
及
び
第
二
節
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
課｣

を
加
え

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
号

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
六
の
項
中｢

飛
行
場
の
建
設｣

を｢

空
港
等
の
建
設｣

に
、｢

第
七
十
五
条
第
一
項
の
陸
上

飛
行
場｣

を｢

第
七
十
五
条
第
一
項
の
陸
上
空
港
等｣

に
、｢

｢

陸
上
飛
行
場｣

を｢｢

陸
上
空
港
等｣

に
改
め
、
同
表
九
の
項
中｢

十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上｣

の
下
に｢

の
も
の｣

を
、｢

一
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上｣

の
下
に｢

の
も
の｣

を
、｢

二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
も
の｣

の
下
に｢(

山
林
の
開
発
又

は
湖
沼
、
池
若
し
く
は
湿
地
の
埋
立
て
を
伴
う
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
を
行
う
も
の
に
限
る
。)｣

を

加
え
る
。

別
表
第
二
五
の
項
中｢

十
万
立
方
メ
ー
ト
ル
未
満｣

の
下
に｢

の
も
の｣

を
、｢

一
万
立
方
メ
ー
ト

ル
未
満｣

の
下
に｢

の
も
の｣

を
、｢

二
十
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
も
の｣

の
下
に｢(

山
林
の
開
発
又
は

湖
沼
、
池
若
し
く
は
湿
地
の
埋
立
て
を
伴
う
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
を
行
う
も
の
に
限
る
。)｣

を
加

え
る
。

別
表
第
四
六
の
項
中｢

飛
行
場
の
建
設｣

を｢

空
港
等
の
建
設｣

に
、｢

陸
上
飛
行
場｣

を｢

陸
上

空
港
等｣
に
改
め
る
。

附

則
(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)
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内
区
二
十
一
第
二
号

漁
業
の
免
許
の
内
容

た
る
べ
き
事
項
等
の

告
示
の
際
の
公
示
番

号 内
区
二
十
一
第
一
号

漁
業
の
免
許
の
内
容

た
る
べ
き
事
項
等
の

告
示
の
際
の
公
示
番

号

内
区
二
十
一
第
二
号

免

許

番

号

内
区
二
十
一
第
一
号

免

許

番

号

山
口
喜
久
雄

西
脇
昭
夫

養
老
郡
養
老
町
下
笠
一
二
六

〇
番
地

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

河
合
漁
業
生
産
組
合

飛�
市
河
合
町
保
一
六
五
六

番
地
の
三

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

平
成
二
十
年
岐

阜
県
告
示
第
五

百
八
十
四
号
の

と
お
り

免
許
の
内
容
等

平
成
二
十
年
岐

阜
県
告
示
第
五

百
八
十
四
号
の

と
お
り

免
許
の
内
容
等

板
取
川
上
流

漁
業
協
同
組

合 漁
業
権
者
の

名
称
及
び
住

所 内
区
二
十
一
第
十
一

号 内
区
二
十
一
第
十
号

内
区
二
十
一
第
九
号

内
区
二
十
一
第
八
号

内
区
二
十
一
第
七
号

内
区
二
十
一
第
六
号

内
区
二
十
一
第
五
号

内
区
二
十
一
第
四
号

内
区
二
十
一
第
三
号

内
共
第
二

十
号

漁
業
権
の

免
許
番
号 内

区
二
十
一
第
十
一

号 内
区
二
十
一
第
十
号

内
区
二
十
一
第
九
号

内
区
二
十
一
第
八
号

内
区
二
十
一
第
七
号

内
区
二
十
一
第
六
号

内
区
二
十
一
第
五
号

内
区
二
十
一
第
四
号

内
区
二
十
一
第
三
号

区

域

特
定
釣
漁
場
の
新
設

変

更

の

内

容

魚

種

苅
安
緑
地
組
合
フ
ォ
レ
ス
ト

パ
ー
ク
三
七
三

郡
上
市
美
並
町
白
山
九
九
八

番
地
の
二

石
川
敏
子

海
津
市
南
濃
町
津
屋
一
七
七

九
番
地

杉
野
勝

養
老
郡
養
老
町
大
巻
五
一
三

番
地

近
藤
実

養
老
郡
養
老
町
田
五
番
地
の

二 近
藤
実

養
老
郡
養
老
町
田
五
番
地
の

二 田
中
太
郎

養
老
郡
養
老
町
大
巻
二
二
四

六
番
地

三
浦
茂
和

養
老
郡
養
老
町
瑞
穂
大
代
九

六
七
番
地

山
口
喜
久
雄

養
老
郡
養
老
町
下
笠
二
二
七

八
番
地

養
老
郡
養
老
町
下
笠
二
二
七

八
番
地

期

間

料

金 同 同 同 同 同 同 同 同 同

平
成
二
一

・
三
・
一

遊
漁
規
則

施
行
の
日

２

こ
の
規
則
の
施
行
に
よ
り
改
正
前
の
岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
別
表
第
一
の
第
一
種

対
象
事
業
又
は
別
表
第
二
の
第
二
種
対
象
事
業
か
ら
除
外
さ
れ
る
事
業
で
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

前
に
お
い
て
岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
第
五
条
又
は
第
三
十
七
条
の
方
法
書
が
提
出
さ

れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
十
四
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
一
月

一
日
区
画
漁
業
を
次
の
と
お
り
免
許
し
た
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

第
一
種
区
画
漁
業

二

第
二
種
区
画
漁
業

岐
阜
県
告
示
第
二
十
五
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五

種
共
同
漁
業
権
遊
漁
規
則
の
一
部
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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関
市
洞
戸
大

野
八
四
〇
番

地
の
五

板
取
川
支
流
高

賀
川
の
関
市
洞

戸
高
賀
地
内�中部電力取水堰堤下流端から下流、板取川合流点までの区域
あ
ま
ご

三
月
一
日

か
ら
九
月

三
十
日
ま

で

一
人
当
た

り
一
日

一
、
五
〇

〇
円

岐
阜
県
告
示
第
二
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
神
坂
字
イ
ボ
坂
三
五
五
〇
の
ロ
号
、
三
五
五
二
、
三
五
五
四
の
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
中
津
川
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
垣
市
上
石
津
町
上
多
良
字
堂
木
谷
一
三
五
五

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
大
垣
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
垣
市
上
石
津
町
一
之
瀬
字
川
西
二
二
九
五
の
九
四
、
二
二
九
五
の
九
五
、
二
二
九
五
の
一
〇
七

か
ら
二
二
九
五
の
一
一
〇
ま
で
、
二
二
九
五
の
一
一
五

二

指
定
の
目
的
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土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
大
垣
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
十
九
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
恵
那
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

恵
那
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

恵
那
都
市
計
画
下
水
道
事
業

恵
那
市
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

昭
和
四
十
七
年
二
月
二
十
八
日
か
ら

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
三
十
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
恵
那
都
市
計
画

下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

恵
那
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

恵
那
都
市
計
画
下
水
道
事
業

恵
那
市
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
六
年
十
月
十
八
日
か
ら

同

二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た

の
で
告
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

戸

部

一

秋

一

指
示
の
内
容
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平
成
21
年
度
魚
種
別
増
殖
方
法
及
び
指
示
数
量

内
共

第
５
号

内
共

第
４
号

内
共

第
３
号

内
共

第
２
号

漁業権番号

揖
斐
川
(今
尾
橋
～
根
尾
川

と
の
合
流
点
)

揖
斐
川
(今
尾
橋
か
ら
下
流
)

中
江
川
(全
域
)

大
江
川
(全
域
)

河
川
及
び
区
域

増
殖
方
法

魚
種

漁
業協
同
組
合
名

西
濃
水
産

養
老
郡
､
海
津
市

海
津
市

海
津
市

1,140

あ
ゆ

種
苗

放
流

(㎏
)

あ
ま
ご
､

や
ま
め

80

160

銀
毛
型

あ
ま
ご
に
じ
ま

す
い
わ
な

1,210

920 60

340

ふ
な

95

130 40 60

う
な
ぎ

100 40 10 30

な
ま
ず

2,500

も
く
ず

か
に
(尾
)

2,000

あ
ゆ
卵

人
工
ふ
化

(万
粒
)

わ
か
さ

ぎ
卵

6 3

う
ぐ
い
､

お
い
か
わ

産
卵
場
造
成
(箇
所
)

2 3

も
ろ
こ
あ
じ
め

ど
じ
ょ
う
か
じ
か
よ
し
の

ぼ
り

一�
持
ち
出
し
の
禁
止

公
共
水
面
に
お
い
て
、
コ
イ(

マ
ゴ
イ
及
び
ニ
シ
キ
ゴ
イ)

が
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
に

か
か
っ
て
い
る
場
合
は
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
保
有
状
況
の
検
査
を
す
る
場
合
、
コ
イ
ヘ
ル

ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
病
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
駆
除
を
す
る
場
合
、
食
用
に
供
す
る
場
合
及
び
内
水
面

漁
場
管
理
委
員
会
が
承
認
し
た
場
合
を
除
き
、
コ
イ
を
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。

な
お
、
当
該
公
共
水
面
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
が
定
め
、
三
で
示
す

も
の
の
他
、
別
途
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

二�
放
流
等
の
制
限

Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査(

ポ
リ
メ
ラ
ー
ゼ
連
鎖
反
応
法
に
よ
る
検
査
を
い
う
。)

に
よ
り
、
コ
イ
ヘ
ル
ペ

ス
ウ
イ
ル
ス
が
検
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
コ
イ
で
な
け
れ
ば
、
県
内
の
公
共
水
面

に
放
流
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
採
捕
し
た
コ
イ
を
採
捕
し
た
場
所
に
放
流
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

二

指
示
の
期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

三

コ
イ
の
持
ち
出
し
を
禁
止
す
る
公
共
水
面
の
範
囲

一�
揖
斐
川(

牧
田
川
合
流
点
か
ら
下
流
の
本
川)

並
び
に
同
支
川
の
う
ち
津
屋
川
、
大
榑
川
、
杭

瀬
川
、
相
川
、
東
川
、
五
日
市
川
、
水
門
川
、
新
川
及
び
こ
れ
ら
の
河
川
に
連
接
す
る
水
路
・
た

め
池

二�
長
良
川(

板
取
川
合
流
点
か
ら
下
流
の
本
川)

並
び
に
同
支
川
の
う
ち
伊
自
良
川
、
早
田
川
、

新
堀
川
、
天
神
川
、
正
木
川
、
境
川
、
新
荒
田
川
、
犀
川
、
天
王
川
、
吉き

っ

田た

川
、
荒
田
川
、
糸
貫

川
及
び
こ
れ
ら
の
河
川
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池

三�
木
曽
川(

付
知
川
合
流
点
か
ら
下
流
の
笠
置
ダ
ム
ま
で
の
間
、
兼
山
ダ
ム
か
ら
下
流
の
今
渡
ダ

ム
ま
で
の
間)

、
同
支
川
の
う
ち
新
境
川
、
鉄
砲
川
及
び
こ
れ
ら
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池
並

び
に
飛�
川(

上
麻
生
ダ
ム
か
ら
下
流
の
本
川)

四�
神
通
川
水
系
宮
川(

荒
城
川
合
流
点
か
ら
坂
上
ダ
ム
ま
で
の
間)

並
び
に
同
支
川
の
う
ち
高
原

川
、
荒
城
川
及
び
こ
れ
ら
の
河
川
に
連
接
す
る
水
路
・
た
め
池

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

漁
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
百
三
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
第
五
種

共
同
漁
業
権
の
免
許
に
係
る
平
成
二
十
一
年
度
魚
種
別
増
殖
方
法
及
び
指
示
数
量
を
次
の
と
お
り
定
め

た
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会

長

戸

部

一

秋
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内
共

第
22号

内
共

第
21号

内
共

第
20号

内
共

第
19号

内
共

第
18号

内
共

第
17号

内
共

第
16号

内
共

第
15号

内
共

第
14号

内
共

第
13号

内
共

第
12号

内
共

第
11号

内
共

第
10号

内
共

第
９
号

内
共

第
８
号

内
共

第
７
号

内
共

第
６
号

木
曽
川
(東
海
大
橋
か
ら
今

渡
え
ん
堤
ま
で
)

柿
野
川
(御
園
下
橋
か
ら
上

流
)

板
取
川
(美
濃
市
・
旧
洞
戸

村
境
か
ら
上
流
)

武
儀
川
(谷
口
頭
首
工
か
ら

上
流
)

津
保
川
(富
津
橋
か
ら
上
流
)

津
保
川
(富
津
橋
か
ら
下
流
)

長
良
川
(美
濃
市
・
郡
上
市

境
か
ら
上
流
)

長
良
川
(岐
阜
市
・
関
市
境

～
美
濃
市
・
郡
上
市
境
)

犀
川
(犀
川
ひ
門
か
ら
上
流
)

長
良
川
(長
良
大
橋
～
岐
阜

市
・
関
市
境
)

長
良
川
(大
薮
大
橋
～
長
良

大
橋
)

長
良
川
(大
薮
大
橋
か
ら
下

流
)

揖
斐
川
(旧
藤
橋
村
)､
坂
内

川 揖
斐
川
(旧
久
瀬
村
)､
日
坂

川 揖
斐
川
(根
尾
川
と
の
合
流

点
～
西
平
え
ん
堤
)

根
尾
川
(全
域
)

牧
田
川
(高
田
橋
か
ら
上
流
)

木
曽
川
長
良
川
下

流
､日
本
ラ
イ
ン
､

木
曽
川
､愛
北

美
山

板
取
川
上
流

美
山

津
保
川

長
良
川
中
央

郡
上

長
良
川
中
央

長
良
川

長
良
川

長
良
川
､
西
濃
水

産 海
津
市
､
木
曽
川

長
良
川
下
流

揖
斐
川
上
流

揖
斐
川
久
瀬

揖
斐
川
中
部

根
尾
川
筋

牧
田
川

2,320 30

1,960

1,080

2,920

1,520

14,520

8,420

3,520

1,160

180

1,800

7,040

330

20

100

230 50 5

1,570 50

310 70

200

600 70

140

880

480

210

10 10 5 2 3 5 10

15 10 3 2 5

540 20 60 10

210

500

650

200 60 50

160 2 45 20 40 20

220 60 70

325 30 70 20 5 30

130 20

50 30

140 20

120 10

2,000

5,040

4,400

3,000

4,000

3 1 4 1 6 3 6 10 1 6 1 1 3 3 4 5 3

1 5

1 11 1 4 12 3

10
16
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内
共

第
39号

内
共

第
38号

内
共

第
37号

内
共

第
36号

内
共

第
35号

内
共

第
34号

内
共

第
33号

内
共

第
32号

内
共

第
31号

内
共

第
30号

内
共

第
29号

内
共

第
28号

内
共

第
27号

内
共

第
26号

内
共

第
25号

内
共

第
24号

内
共

第
23号

明
智
川
(全
域
)

矢
作
川
(愛
知
県
と
の
県
境

区
域
)

土
岐
川
(全
域
)

和
良
川
(中
原
用
水
え
ん
堤

か
ら
上
流
)

馬
瀬
川
(下
呂
市
金
山
町
・

同
市
馬
瀬
町
境
か
ら
上
流
)

馬
瀬
川
(下
呂
市
金
山
町
・

同
市
馬
瀬
町
境
か
ら
下
流
)

飛�
川
(Ｊ
Ｒ
高
山
線
第
16

益
田
川
橋
か
ら
上
流
)

飛�
川
(金
山
橋
～
Ｊ
Ｒ
高

山
線
第
16益
田
川
橋
)

飛�
川
(七
宗
え
ん
堤
～
金

山
橋
)

飛�
川
(青
柳
橋
～
七
宗
え

ん
堤
)

川
上
川
(全
域
)

外
洞
川
(全
域
)

落
合
川
(全
域
)

木
曽
川
(笠
置
え
ん
堤
～
落

合
え
ん
堤
)

木
曽
川
(兼
山
え
ん
堤
～
笠

置
え
ん
堤
)

木
曽
川
(今
渡
え
ん
堤
～
兼

山
え
ん
堤
)

可
児
川
(全
域
)

岐
阜
県
矢
作
川

岐
阜
県
矢
作
川

(愛
知
県
)矢
作
川

土
岐
川

和
良
川

馬
瀬
川
上
流

馬
瀬
川
下
流

益
田
川
上
流

益
田
川

益
田
川
､飛�

川
､

馬
瀬
川
下
流

飛�
川

恵
那

恵
那

恵
那

恵
那

木
曽
川
中
流

日
本
ラ
イ
ン
､
木

曽
川
中
流

可
児

520

730

340

1,000

4,840

2,750

1,590

7,460

110

9,320

240 10 60

4,950

330

100

60 20 10 80

240

190

620

900

460 40 20

290 60

5 5 5 5 20 10 5 30 5 70

10 5 5 10

120 30

20

150 5 5 10

120 50 80

200

15 55 25 20 10 60 20 60 5

240 10 5 5

100 50 20 40

120

120

120

2 1 5 3 5 5 5 6 2 7 2 3 5 3 3

1 2 2

7 7 5 10 17 7 10

7 5 5 10 10
10 10
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合
計

内
共

第
50号

内
共

第
49号

内
共

第
48号

内
共

第
47号

内
共

第
46号

内
共

第
45号

内
共

第
44号

内
共

第
43号

内
共

第
42号

内
共

第
41号

内
共

第
40号

庄
川
(全
域
)

大
長
谷
川
(全
域
)

万
波
川
(全
域
)

小
八
賀
川
(下
切
発
電
所
え

ん
堤
か
ら
上
流
)

荒
城
川
(高
山
市
国
府
・
同

市
丹
生
川
町
境
か
ら
上
流
)

小
鳥
川
(飛�

市
河
合
町
・

高
山
市
清
見
町
境
か
ら
上
流
)

高
原
川
(全
域
)

宮
川
(飛�

市
古
川
町
・
同

市
河
合
町
境
か
ら
上
流
)

宮
川
(富
山
県
境
～
飛�
市

古
川
町
・
同
市
河
合
町
境
)

宮
川
(富
山
県
と
の
県
境
区

域
)

上
村
川
(全
域
)

庄
川

宮
川
下
流

宮
川
下
流

丹
生
川

丹
生
川

宮
川

高
原
川

宮
川

宮
川
下
流

高
原
川
､
宮
川
下

流
､
富
山

岐
阜
県
矢
作
川

100,470

1,720 50

250

160

5,050

4,230

4,680

1,000

1,040

10,270

1,670

150 50 75

1,060

430

440 10

120

1,950
1,345

360 10 10 60 40

360

300

1,560

340 20 60

200 30 40 80 90

480 5

ジ
ッ
プ
ド
ラ
ッ
グ

桐
生

薬
局

ホ
ッ
プ
芝
原
薬
局

名

称

5,495 10 5 5 5

2,632 30 10 40 65

130 25

550
13,940

高
山
市
桐
生
町
二
―
三
四
八

本
巣
郡
北
方
町
芝
原
三
―
五
二
―
二

所

在

地

9,000
360

146 3 1 1 1 3 3 4 3

16

精
神
通
院

精
神
通
院

自
立
支
援

医
療
の
種
類

109 3 1 5 5

53 3 1 1 1平
成
��･�･� 平

成
��･�･� 指

定

年
月
日 41 5

公

示

○
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定

自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

精
神
通
院
医
療
に
係
る
も
の

(

薬
局)
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○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

三
洋
堂
書
店

各
務
原
店

各
務
原
市
蘇
原
花
園
町
三
丁
目
五
二
番
地

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

新
設)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
バ
ロ
ー
本
巣
文
殊
店(

Ｂ
ゾ
ー
ン)

本
巣
市
文
殊
字
天
辺
一
〇
二
〇
番

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

(

仮
称)

ゲ
ン
キ
ー
池
田
店

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
字
出
口
五
八
一
番
一

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

新
設)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
観
光
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

バ
ロ
ー
池
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー(

Ａ
ゾ
ー
ン)

揖
斐
郡
池
田
町
大
字
本
郷
字
番
城
八
八
三

外
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谷

汲

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

揖

斐

川

町

役

場

縦

覧

場

所

平
成
二
一
・

一
・
一
六
か
ら

同

二
・
一
六
ま
で

縦

覧

期

間

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
等
協
議
に
係
る
概
要
等

土
地
改
良
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
そ
の
概
要
等
を
揖
斐
川
町
長
と
協
議
し
た
い
の
で
、
同

条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、

事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
そ
の
概
要
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
ま
ご
め
地
区
八
重
島
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
次
の
と
お
り
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

縦
覧
期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日
か
ら

同

年
二
月
十
六
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

中
津
川
市
役
所

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
飯
地
地
区
沖
田
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
次
の
と
お
り
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に

供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

縦
覧
期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日
か
ら

同

年
二
月
十
六
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

恵
那
市
飯
地
掲
示
場

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
南
飛
騨
萩
原
地
区
宮
田
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
次
の
と
お
り
換
地
計
画
書
の
写
し
を

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

縦
覧
期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日
か
ら

同

年
二
月
十
六
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

下
呂
市
役
所
萩
原
庁
舎
前
掲
示
場
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○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
輪
之
内
南
部
地
区
第
三
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
次
の
と
お
り
換
地
計
画
書
の
写
し
を

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

縦
覧
期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日
か
ら

同

年
二
月
十
六
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

輪
之
内
町
役
場

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
揖
斐
西
部
地
区
中
島
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
次
の
と
お
り
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

縦
覧
期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日
か
ら

同

年
二
月
十
六
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

揖
斐
川
町
役
場

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
土
地
改
良
事
業
揖
斐
西
部
地
区
森
山
工
区
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
次
の
と
お
り
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

縦
覧
期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日
か
ら

同

年
二
月
十
六
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

揖
斐
川
町
役
場

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

高
山
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
高
山
市
国
府
町
上
広
瀬
の
一
部(

上
広
瀬
Ⅱ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
高
山
市(
国
府
町
上
広
瀬
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
高
山
市(
国
府
町
上
広
瀬
の
一
部)

の
地
籍
簿
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五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

高
山
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
高
山
市
上
宝
町
蔵
柱
の
一
部(

蔵
柱
上
Ⅲ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
高
山
市(

上
宝
町
蔵
柱
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
高
山
市(

上
宝
町
蔵
柱
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

岐
阜
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
岐
阜
市
弁
天
町
・
春
日
町
・
大
正
町
の
全
部
、
都
通
・
桜
通
・
本
郷
町
・
真
砂
町
・
若
宮

町
・
栄
枝
町
・
柳
ケ
瀬
通
の
一
部(

駅
北
Ⅱ
第
一
調
査
区)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
岐
阜
市(

弁
天
町
・
春
日
町
・
大
正
町
の
全
部
、
都
通
・
桜
通
・
本
郷
町
・
真
砂
町
・
若

宮
町
・
栄
枝
町
・
柳
ケ
瀬
通
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
岐
阜
市(

弁
天
町
・
春
日
町
・
大
正
町
の
全
部
、
都
通
・
桜
通
・
本
郷
町
・
真
砂
町
・
若

宮
町
・
栄
枝
町
・
柳
ケ
瀬
通
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

本
巣
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
本
巣
市
大
字
山
口
の
一
部(

ス
ボ
ミ
２)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
三
年
度
か
ら
平
成
十
九
年
度

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
本
巣
市(

大
字
山
口
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
本
巣
市(

大
字
山
口
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日
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○
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
長
良
川
球
技
場
条

例(

平
成
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
三
号)

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
長
良
福
光
大
野
二
六
七
五
番
地
の
二
八
岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ
ー
内

財
団
法
人
岐
阜
県
イ
ベ
ン
ト
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業
団

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

同

二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
ク
リ
ス
タ
ル
パ
ー
ク
恵
那
ス
ケ
ー
ト
場
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐

阜
県
ク
リ
ス
タ
ル
パ
ー
ク
恵
那
ス
ケ
ー
ト
場
条
例(

平
成
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
五
号)

第
十
五

条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

恵
那
市
長
島
町
正
家
一
丁
目
一
番
地
一

恵
那
市

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

同

二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日
印
刷

平
成
二
十
一
年
一
月
十
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


